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規 則

沖縄県知事の職務を代理する順序に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成30年３月29日

沖縄県知事 翁 長 雄 志

沖縄県規則第22号

沖縄県知事の職務を代理する順序に関する規則の一部を改正する規則

沖縄県知事の職務を代理する順序に関する規則（平成29年沖縄県規則第５号）の一部を次のように改正す

る。

本則中「浦崎唯昭」を「富川盛武」に、「富川盛武」を「謝花喜一郎」に改める。

附 則

この規則は、平成30年４月１日から施行する。

訓 令

沖縄県訓令第１号

知 事 部 局

沖縄県副知事の担任事項を定める規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成30年３月29日

沖縄県知事 翁 長 雄 志

沖縄県副知事の担任事項を定める規程の一部を改正する訓令

沖縄県副知事の担任事項を定める規程（平成29年沖縄県訓令第３号）の一部を次のように改正する。

第１条第１号を削り、同条第２号ア中「知事公室」を「企画部」に改め、同号中イを削り、ウをイとし、

イの次に次のように加える。

ウ 農林水産部に関する事項

第１条第２号を同条第１号とし、同条に次の１号を加える。

⑵ 副知事謝花喜一郎の担任する事項

ア 知事公室に関する事項

イ 総務部に関する事項

ウ 子ども生活福祉部に関する事項

30 ３ 29 木曜日 （号外第８号）



エ 保健医療部に関する事項

オ 土木建築部に関する事項

カ 病院事業局に関する事項

キ 知事以外の執行機関（教育委員会を除く。）との連絡調整に関する事項

附 則

この訓令は、平成30年４月１日から施行する。
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